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議案番号 議　　　        　　案                 名 項

議案第２７号 生駒市における教育振興基本計画の策定について １

議案第２８号 平成２７年生駒市議会第４回（９月）定例会提出議案の意見について ２～５

議案第２４号
平成２７年度（平成２６年度対象）生駒市教育委員会の活動の点検及び
評価について

６

平成２７年生駒市教育委員会（第８回）定例会議案目録
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議案第２７号  

 

   生駒市における教育振興基本計画の策定について  

 

 教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定により、地方

公共団体が策定に努めなければならないとされている当該地方公共団体における

教育の振興のための施策に関する基本的な計画（以下「教育振興基本計画」とい

う。）については、これまで３回にわたり開催された生駒市総合教育会議における

議論をふまえ、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１

６２号）第１条の３に規定する大綱をもって、本市における教育振興基本計画に

位置付けるものとしたいので、教育委員会の議決を求める。  

 

  平成２７年８月２４日提出  

                       生駒市教育委員会  

                       教育長  中  田  好  昭  
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議案第２８号  

 

   平成２７年生駒市議会第４回（９月）定例会提出議案の意見について  

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２

９条の規定により、教育委員会の意見を求める。  

記  

提出議案  

・平成２７年度生駒市一般会計補正予算（第２回）  

・生駒市教育委員会委員の定数を定める条例の制定について  

 

  平成２７年８月２４日提出  

                       生駒市教育委員会  

                       教育長  中  田  好  昭  
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議案第    号  

 

生駒市教育委員会委員の定数を定める条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成   年   月   日  

生駒市長  小紫  雅史      

 

生駒市教育委員会委員の定数を定める条例  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３

条ただし書の規定により、生駒市教育委員会の委員の定数は、８人とする。  

附  則  

 この条例は、平成２８年１月１日から施行する。  

㊢ 
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議案第２４号（継続審議）  

 

平成２７年度生駒市教育委員会の活動の点検及び評価について  

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づき、生駒市教育委員

会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規

則第６号）第２条第５号の規定により、別冊のとおり提出する。  

 

平成２７年８月２４日  

                       生駒市教育委員会  

                       教育長  中  田  好  昭  


